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敬称略 

表紙は語る 

 

 夜明け前の冷気が、ハルニレの枝に霧氷という名の花を咲かせ 

ました。 

光を受けて輝くその姿は、自然が描いた造形美。 

滅多に見られないこの景色は、この朝だけの特別なハルニレの 

木です。 

 

撮影者：加藤 麻衣 



 

- 3 - 

 

令和 8 年 2 月号          釧路土地家屋調査士会          第 129 号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年あけましておめでとうございます。令和８年の新春を迎え謹んで新年のお慶びを申し上げます。会員の

皆さまには、日頃より会務運営につきましてご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。 

毎年１月は、前年の取扱事件年計報告書、戸籍謄本等職務上請求書使用簿の提出をお願いしている時期で

す。お願いと言っても年計報告書の提出は会則第９８条第１項で規定された義務です。職務上請求書使用簿

の提出は、戸籍謄本・住民票等職務上請求書取扱管理規定第１６条第３項で規定された義務です。（職務上

請求書取扱管理規定は令和７年１０月２１日釧調総第７２号で規則の改定を皆さまにお伝えしています。）

ご存じない方もいると思うのでお伝えしますが、年計報告の金額の記載は任意であり事件数のみの記載で良

いこととなっています。ただ集まった報告書の金額、事件数を事務局が集計して連合会に報告をします。そ

の集計の際に金額ある無しに更に振り分けて計算するのが、非常に手間がかかるそうです。ですから今まで

通り、金額を入れた年計報告書を提出してください。また釧路会では、皆さまから提出いただいた年計報告

の事件数だけを抽出し毎年の定時総会資料としてお示しをしております。ここ数年総会での会長挨拶では釧

路管内全体の事件数減少のお話をしております。減少は釧路管内だけの話ではなく、表示に関する登記の事

件数は下落しており、底が見えていない状況です。この状況が今後も続くようであれば、今のところ事件数

は減少していないという事務所にも必ず影響が出てくるものと思われます。事件数の増減は我々がコントロ

ールすることは出来ません。なので、事務所を守るためにする一番の方法は、業務に見合った適切な費用で

仕事をすることです。令和５年度の全体研修会で報酬に関しての研修をしましたが、令和８年度も同じ内容

で研修をやりましょう。自分だけとは思わず、全体の意識を底上げすることが土地家屋調査士としての生き

る道となります。 

本年１月１０日に「所有者不明建物の実態調査」についての報道がありました。皆さまはお気づきになり

ましたでしょうか？いわゆる未登記建物についての実態調査です。推定で１千万戸以上の所有者不明建物

があり、３月までに調査結果をまとめ、解決策を検討する。と報道されました。 

この記事の出どころは、令和７年６月１３日に閣議決定された規制改革実施計画となるので引用いたしま

す。 

 

Ⅱ実施事項 ４、防災・減災 （１）地域活性化・人手不足対応 1  

事項名 未登記建物の解消（がれき撤去等の迅速化） 

実施時期 令和７年度検討開始、結論を得次第 速やかに措置 

法務省は、不動産登記法（平成 16 年法律 第 123 号）第 47 条によって建築時の建物表 題登記が義務付けら

れているにもかかわらず当該登記が存在しない未登記建物について、登記されていれば、災害発生時の初動

対応等に求められる家屋所有者等の確認等がより円滑に進むことを踏まえ、まずは、固定資産課税台帳の提

供について地方公共団体の協力が得られる地域を対象として未登記建物の実態調査を行った上で、その結

果に基づき、建物の職権表題登記（不動産登記法第２条第 20 号に規定する表題登記のうち同法第 28 条に

基づき登記官が職権でするものをいう。）を行うことの困難性、モラルハザードの発生や未登記建物の存 

会 長 松 田  整

釧路⼟地家屋調査⼠会 

新年の御挨拶 
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在による地域への社会的・経済的悪影響にも配慮しながら、事案に応じて必要な場合は、過料を賦課する手

続を行いつつ、氏名・住所などを把握した範囲で登記簿上にその旨を明記するなど未登記建物の解消に資す

る方策について制度の見直しも含めて検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。なお、災害時

の復旧・復興対応により必要がある場合には、公費解体・撤去を迅速に実施できるよう、被災地の未登記建

物の状況を実態調査結果と併せて速やかに当該地方公共団体に提供することとする。 

 

国が防災・減災の観点から未登記建物の実態調査を行うという内容と理解できます。土地家屋調査士が行

う建物表題登記の業務が増えるのかは不明ですが、防災・減災、所有者不明土地・建物の解消に関しては、

法務局地図作成作業第３次１０か年計画において、従来型（全国実施型）が「防災・まちづくり型」に名称

が変更されたことも含め、国は本件を最重要課題に位置付けでいることがわかります。 

 

Ⅱ実施事項 ４、防災・減災 （１）地域活性化・人手不足対応 2 

にも、土地家屋調査士の活用について記載がされているので、目を通してみてください。 

01_program.pdf 
 

 最後に、私の会長としての任期は１年半を切りました。幸いなことに綱紀、会長指導に当たる案件は、ここ

までありませんでした。何か起こった時には私を始め、役員は動かなくてはなりません。事業計画にある会務

であれば役員は動きます。事業計画に無い会務は役員を疲弊させます。今年度は新しい懲戒処分事例集が発刊

されました。また、新しく土地家屋調査士職務倫理規定が創設されました。いずれ研修会を企画するかもしれ

ないですが、皆さま自身でも勉強してください。土地家屋調査士は技術、知識と共に倫理観を持ち合わすプロ

フェッショナルでなければなりません。 

 

皆さま、今年一年よろしくお願いします。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/250613/01_program.pdf
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 新年明けましておめでとうございます。 

 釧路土地家屋調査士会会員の皆様方には、健やかに新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。また、

会員の皆様方には、日頃から法務行政の円滑な運営に格別の御理解と御協力を賜り、改めて感謝を申し上げ

ます。 

 昨年を振り返りますと、過去最多となった全国の熊被害や米の価格高騰の問題など、当たり前の日常生活

が脅かされるようなニュースが多くありました。また、７月には、カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波

警報の発令により、本局全体が執務中に避難を余儀なくされ、防災に関する「日頃からの備え」の重要性を

再認識しました。一方で、愛知万博以来２０年ぶりの大規模な万博となった「大阪・関西万博」が国内で開

催され、多くの来場者によりにぎわうなど明るいニュースもありました。 

 さて、法務局においては、令和６年４月１日から「相続登記の義務化」がスタートしており、貴会を始め

とする関係団体や、国・地方公共団体等の関係機関の御協力により、その認知度は着実に向上しており、改

めて御礼を申し上げます。今後は、本年２月２日から「所有不動産記録証明制度」が、４月１日から「住所

等変更登記の義務化」が施行されますが、民事局・法務局では、国民にこれらの義務を適切に履行していた

だくためには、制度の内容について正しく理解していただくことが重要であり、そのための周知広報を引き

続き実施していく必要があると考えておりますので、会員の皆様方には、引き続きの御理解と御協力をお願

いいたします。 

 また、当局で実施しています「法務局地図作成事業」については、帯広支局管内の帯広市緑ケ丘地区にお

いて、２年目作業として一筆地測量、一次及び二次立会等の各作業を行い、昨年１２月５日と６日に縦覧を

実施しました。現在までの土地の承諾率は約９８％となっており、極めて精度の高い登記所備付地図を作成

することができる見込みとなっております。また、同じく帯広支局管内の音更町柳町南、柳町中央及び柳町

北地区において、１年目作業として新設基準点設置作業を終えています。作業に携わっていただいた会員の

皆様には、作業の実務担当者として御尽力いただきましたことを、この場をお借りして厚く御礼申し上げま

す。今後とも、土地に関する重要な情報基盤であり、災害からの復旧・復興、不動産の流通や公共事業の円

滑な実施に重要な法務局地図作成事業を、会員の皆様方に御協力いただきながら更に進めていく所存ですの

で、引き続きの御協力をお願いいたします。 

 さらに、「筆界特定制度」や「表題部所有者不明土地解消事業」等の各種施策におきましても、筆界調査委

員あるいは所有者探索委員として深い専門知識と豊富な経験を有する会員の皆様方の御協力なくしては制度

の円滑な運用は困難なものと考えておりますので、引き続きの御支援と御協力をお願いいたします。 

 最後になりましたが、今年の干支である「午年（うまどし）」は、その名のとおり動物の馬を表しており、

前へと進むその姿は、勝利や商売繁栄の象徴でもあるそうです。今年が会員の皆様方にとって、前向きに物

事が進み、何事も午（うま）くいく縁起の良い１年になるよう期待しますとともに、釧路土地家屋調査士会

のますますの御発展を心から祈念申し上げ、新年の御挨拶とさせていただきます。 

  

局 長 竹 村 啓 人

釧路地⽅法務局 

新年の御挨拶 
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 釧路土地家屋調査士会の皆様におかれましては、令和八年の新春を健やかにお迎えのことと、心よりお慶

び申し上げます。平素より、地域に根差した専門職団体として、土地・建物に関する重要な役割を担われて

いる皆様に、深く敬意を表します。 

 近年、社会環境は大きく変化しております。人口減少や高齢化の進行、空き家・空き地の増加、相続を契

機とした権利関係の複雑化など、不動産をめぐる課題は年々多様化・高度化しています。令和六年から始ま

った相続登記の義務化により、市民の関心は高まりつつある一方で、「何から手を付ければよいかわからな

い」「境界や測量の問題が関係して手続が進まない」といった不安の声も少なくありません。 

 不動産に関する問題は、登記や測量といった一つの分野のみで完結するものではなく、複数の専門分野が

密接に関係しています。権利関係の明確化を担う司法書士と、土地・建物の現況を正確に把握する土地家屋

調査士が、それぞれの専門性を発揮することで、円滑な解決に至る事案も多く存在します。特に境界問題や

相続を背景とした土地の整理においては、両分野の役割の重要性を改めて強く感じております。 

 また、所有者不明土地問題や管理不全土地への対応は、今後の地域づくりに直結する重要な課題です。適

切な登記がなされ、土地の状況が正確に把握されてこそ、安全で円滑な土地利用が可能となり、次世代への

円滑な承継にもつながります。こうした社会的要請に応えていくためにも、専門職一人ひとりが地域全体を

見据えた視点で役割を果たしていくことが求められていると感じております。 

 さらに、行政手続のデジタル化やオンライン申請の拡大など、登記・測量の実務環境も大きな転換期を迎

えています。制度や技術が変化する中で、市民にとって分かりやすく、安心できる支援を提供するために

は、専門職同士の情報共有や相互理解が、これまで以上に重要となります。 

 釧路司法書士会といたしましても、研修の充実や若手会員の育成、市民への広報活動に引き続き力を注

ぎ、地域に信頼される専門職団体であり続けたいと考えております。その過程において、土地家屋調査士会

の皆様と意見交換や情報共有の機会を持ち、将来に向けてより良い関係を築いていければ幸いです。 

 結びに、釧路土地家屋調査士会の皆様のますますのご発展と、会員各位のご健勝を心より祈念申し上げま

すとともに、本年が皆様にとって実り多い一年となりますことを願い、新年のあいさつといたします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

会 長 金  田   剛

釧路司法書⼠会 

新年の御挨拶 
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 新年明けましておめでとうございます。謹んで新春のご挨拶を申しあげます。 

 昨年の２月４日に道東地区の帯広周辺では記録的な大雪となり積雪深が、一晩で最大１２９ｃｍまで増加

し、１２時間の降雪量が統計史上の一位となり、1９７２年以来の５３年ぶりに１２０ｃｍ以上の積雪になり

ました。また７月２４日はオホーツク、十勝両管内では猛暑となり、熱中症のリスクが高まることから、屋外

の作業は無理をせず、こまめな休憩、水分補給し体調管理をした日々でありました。 

さて平素は当公嘱協会の運営活動につきまして格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の改正に伴い、新たな公益認定の基準として、外部理

事・外部監事の導入及び理事・監事間の特別利害関係の排除が追加されたことから、所要の規定を新設すると

ともに、その他所要の規定整備を行うことについて定款変更の主な改正の内容は次の事になります。 

１）新たに公益認定の基準として、外部理事・外部監事の導入及び理事・監事間の特別利害関係の排除が追

加されたため、所要の規定を新設する。 

２）公益法人の責務として、ガバナンスの充実や透明性向上を図るよう努めるべき旨が新たに規定されたこ

とに伴う、所要の規定を新設する。 

３）事業計画及び収支予算並びに事業報告及び決算に係る書類名の変更等に伴い、所要の規定整備を行う。 

４）各事業年度の公益目的取得財産残額に準ずる額の算定が廃止されたため、現行を削除する。 

また公益法人会計基準が大幅に見直しされることで、公益法人会計基準の改正が注目されている。「正味財

産増減計算書」が「活動計算書」に変更となり活動計算書が「経常活動」と｢その他活動｣の２つの区分し導入

され２０２８年４月１日からはすべての公益法人が活動計算書に移行することとなります。 

現在の定額会費は月額２，０００円でありますが各会の会費値上げに伴い社員の負担軽減のため５００円を

値下げして月額１，５００円と考えております。尚、比例会費においては事務人件費の値上げ及び調査士本会

からの将来の事務所移転の協議があったことから当協会としては事務所を新築する方向で考え、とりあえず

資金調達においては積立資金として特定費用準備金の新設を計画することで目的を明確にし、現状の課題の

把握と事業に則した内容を具体的に策定後、理事会に諮り創設していく方向性で熟考して参ります。 

１４条地図作成の第三次１０ヶ年計画の実施地区に於いて防災・まちづくり型法務局地図作成事業を令和７

年７月１０日に１１回目入札を経て１筆あたり４０，０４４円にて本契約を締結させて頂きました。 

その音更町柳町地区（0.61 ㎢）の１年作業であります基準点作業を１１月３０日に完了し、成果品を納品

するに至りました。また令和５年度から行なっている帯広市緑ヶ丘地区（少年院周辺）0.60 ㎢の２年目の作

業でありますが、十勝支所の社員の６チームで協力を得ながら筆界保全標設置作業が完了し、二次立会後、１

2 月上旬に縦覧を経て異議の申し出が数件あったことから筆界承諾確定率は 100％に至りませんが現在は 2 月

末日の納品に向け成果品の取まとめ作業を行っております。担当社員には引き続き御協力の程よろしくお願

いいたします。 

本年度の法務局以外の受託状況においては北海道の入札は道有地境界確定測量業務の２件には入札に至り

ませんでしたが北海道財務局北見出帳所から国有財産測量を２件、釧路財務事務所から１件の依頼を受け、北

海道警察本部からも境界測量・分筆測量業務１件、依頼を受けることができました。また、釧路市に於いては

用地確定測量・分筆測量業務の４件の依頼を受けましたが受注金額ついては予算金額に残念ながら届くこと

理事長 瘧 師 敏 幸 

釧路公共嘱託登記⼟地家屋調査⼠協会 

新年の御挨拶 
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が出来ませんでした。今後は自治体からの要望を聴収、対応し継続業務に繫がるように検討して社会貢献を提

供することで発注者に理解を得て公益目的事業の質の向上を図ってまいります。 

昨年１２月８日に発生した青森県東方沖を震源とするマグニチュード７．４の地震により、日本海溝・千島

海溝沿いにおいて、大規模地震の発生可能性が、平常時と比べて高まってこることから、日頃からの地震への

備えの再確認をお願い致します。 

北海道防災・減災シンポジウム２０２６を東日本大震災から１５年そしてこれからとして、第一部は「登記

基準点からみる震災復興と予防―岩手からの実践報告」で全国公共嘱託土地家屋調査士連絡協議会元会長柳

平幸男氏の講演、第二部は「震災と復興と登記～時代のニーズに応えて」として札幌法務局民事行政部不動産

登記部門総括表示登記専門官細川秀樹氏の講演で２月２７日に札幌東急ＲＥＩホテルにて開催したしますの

で多く社員の参加をお願い致します。 

末尾になりましたが新しい年の社員の皆様方のご健康・ご活躍を祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさせて

いただきます。 
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１ 現行民法は、未成年の子がいる夫婦の離婚では、離婚後は父母どちらかの単独親権とするのを鉄則として

いました（現行民法８１９条）。この鉄則が令和６年５月成立の改正民法により変更され、離婚時に従来の単

独親権に加えて父母両名を親権者とすること（いわゆる「共同親権」）が選択可能になります。この改正民法

は、令和８年４月１日に施行されます。 

２ 離婚後の「共同親権」を選択可能にする法改正については、法案審議段階で賛否が鋭く対立し、今現在も

くすぶっていると聞きます。 

 賛否が割れているとしても、改正法が成立した以上は、その法律に従った対応を考える必要があります。本

稿では、離婚後も「共同親権」が選択された未成年者との取引実務の変化を考えたいと思います。 

３ そもそも、父母が婚姻中の場合、未成年の子は父母の「共同親権」に服しています。この点は、改正民法

でも変わりません（現行民法も改正民法も８１８条で定めており、その文言は大きく変わりますが、実質は変

わりません。）。そして、改正民法では、婚姻中か離婚後かを区別せず、「共同親権」の行使方法を第８２４条

の２で規律しています。「夫婦の離婚と親子関係は別」という建前かと思いますが、婚姻中の父母間の信頼関

係と離婚に至った父母間の信頼関係とは質的に異なるでしょうから、関係者として接する際は心構えを変え

た方が良いと思います。 

４ 未成年者と取引をする場合、まず、戸籍の全部事項証明の記載により「親権者が誰か」を確認する必要が

あります。 

 未成年者の両親が離婚し、離婚後も「共同親権」が選択された場合は、その旨が子の戸籍に記録される予定

であり（法務省のＨＰのＱ＆Ａ・Ｑ４－３１https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html）、戸籍の記

載により親権者を確認する実務に変更はありません。 

５ 仮に、離婚後も「共同親権」が選択された未成年者と取引する場合、親権者の意思確認はどこまで行うべ

きでしょうか。 

改正民法８２４条の２は、「共同親権」においては、「監護及び教育に関する日常の行為」を除き、父母共同で

親権を行うこととしています（一定条件下での例外規定あり。）。したがって、「共同親権」の未成年者との取

引の際は、父母双方の意向を確認し、父母両名から署名押印等をもらうのが最も安全です。 

では、父母の一方による同意又は法律行為を信頼して取引した場合、それが事後的に無効になってしまうリス

クが増えたのでしょうか。これまでの実務では、共同親権下でも父母両名の署名押印が必須とまでは考えられ

ておらず、取引の内容や状況によって、父母一方の署名押印をもって他方の黙示の同意があったと取り扱うこ

とも可能とされてきました。この実務に影響はないとされています（上記法務省ＨＰのＱ＆Ａ・Ｑ４－３）。

また、民法８２５条は、取引の相手方が悪意の場合を除き、父母の一方の法律行為や同意が他方の意思に反し

ていたとしても、それを理由に効力は妨げられないと定め、一定の取引安全が図られています。同条の存在も

あわせ考えると、「共同親権」に服する未成年との取引において、父母の一方による同意又は代理行為を信頼

して取引を進めたとしても、事後的にその取引が無効とされるリスクが増えたわけではなさそうです。 

そうはいっても、父母間での意見対立は、婚姻中の父母よりも離婚後の父母の方が生じやすいと考えられます。

その紛争に巻き込まれることを避けるためには、手間がかかるとしても、やはり、父母両名の意向確認を怠ら

ない方が得策でしょう（特に不動産などの重要資産の取引の場合。）。 

当会顧問弁護⼠ 簑 島 弘 幸 

釧路弁護⼠会 

離婚後の「共同親権」制度が取引実務に与える影響 
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調査士業界以外からの寄稿の依頼 

昨年、全国国土調査協会という団体より、機関誌への寄稿のご依頼をいただき、「土地の筆界を明らかにす

るための慣習」というテーマで原稿を執筆いたしました。 

慣れない作業ではありましたが、自身の業務を改めて見つめ直す良い機会となりました。他団体の機関誌

への寄稿であるため、この原稿を読まれた方はほとんどいらっしゃらないと思われます。 

釧路会の広報部では、昨年から会報誌を WEB 配信へ切り替えたことにより、掲載内容に若干の余裕が生ま

れました。そこで試験的な試みとして、私が寄稿した当該原稿を、内容を変更せずそのまま掲載させていた

だきたいと考えております。 

釧路会の諸先輩方からは、ご指摘をしたくなる点も多々あるかと存じますが、昨夏の時点ですでに公表さ

れた原稿であることをご理解のうえ、ご容赦いただけますと幸いです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理事 丸 尾 慶 樹 

釧路⼟地家屋調査⼠会 

「土地の筆界を明らかにするための慣習」 



１．はじめに 
北海道は、⾯積 83,424km2（令和 5 年 1 ⽉ 1 ⽇現

在）で国⼟の約 22.1%を占めています。このように
広⼤な⾯積を持つ北海道ですが、その⼟地の⼤部分
が、未開の地を切り拓いていくことで発展していっ
たという歴史的な経緯から、本州⽅⾯における筆界
とはまったく異なる筆界の形成がされてきました。 

私は釧路⼟地家屋調査⼠会・⼗勝⽀部に所属して
おります。北海道の東部に位置し、1 市 16 町 2 村の
⾃治体から構成される地域です。（画像 1）太平洋岸
南部に酪農畜産、中央部に畑作を主とした⼤規模農
業が⾏われており、後述する北海道の開拓の歴史が
⾊濃く残る地域です。諸先輩⽅と⽐べれば⼟地家屋
調査⼠としての歴は浅く、まだまだ勉強中の⾝では
ありますが、研修や実務で学んできた経験を寄稿さ
せていただきます。 

２．北海道の開拓 
 北海道の開拓の歴史は明治 2 年、当時の政府が開
拓と地⽅⾏政を担うために「開拓使」という役所を
設置したことに始まります。広⼤な未開地は官⽤地
などの⼀部⼟地を除いて、明治５年に制定された「地
所規則」・「北海道⼟地売貸規則」にはじまり、同 19
年「北海道⼟地払下規則」、同 30 年「北海道国有未
開地処分法」によって次々に処分されていきました。 

地所規則の制定とともに、処分を受けたい⼟地を
個別に実測した【⼟地処分図】が作成されていきま
した。しかし開拓当初の官有地処分の⽅式は、その
場所や広さが開墾する⼈の⾃由な選択に委ねられて

いたため、処分は渋滞し、地籍が錯綜したそうです。
また同図は、測量図作成の技術が無い開墾者⾃ら作
成・提出することが許されていたため、隣接⼟地と
の位置や距離関係が正確ではなく、⼟地の筆界が錯
綜しました。 

この状況を打開しようと、明治 19 年に設置され
た北海道庁による新たな開拓⽅針として着⼿された
のが「殖⺠地選定」と「植⺠区画測設」です。 

まず殖⺠地選定では⼊植地として適する原野を
選定したのち、その地理、⾯積、地形の起伏、交通
の便など開拓に関わるいくつかの項⽬を「北海道植
⺠地撰定報⽂」として公刊し、⼊植者の開拓の指針
としました。また植⺠区画測設では、選定を終えた
原野に対して、原則として直⾓法によって区画を測
設して地図を作成しました。この図⾯を【植⺠区画
図】といい同図を基に開拓者への⼟地処分が⾏われ
ました。直⾓法による区画測設では、まず既設道路
もしくは予定道路を「基線」として定め、300 間ご
とに平⾏直⾓に設定した道路を囲んだ四⽅を中区画
としました。現在でも各市町村で 300 間ごとに「○
線○号」という道路の表⽰が⾒られるのはこの名残
であります。さらに、中区画を 100×150 間に 6 分
割した区画を⼩区画とし、この 15,000 坪の⼟地を 1
⼾の農家へ割り当てる基本単位としました。（画像 2） 

Koji Nakamura
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植⺠区画の採⽤により、⾃由な開墾による地籍の
混乱を⾷い⽌めることには成功しましたが、地所規
則の時代に既に⺠有地化されてしまっていて、筆界
が錯綜している地域では争いが⽣じたそうです。そ
こで、確実な官有地の処分と筆界の明確化を緊急の
課題とした当時の政府は、北海道庁の拓殖事業の⼀
環として明治 29 年から昭和 41 年頃まで、本格的な
地籍調査ともいえる⼟地連絡調査を実施し、従前の
⼟地処分図などを集成して【⼟地連絡（整理）図】
を作成しました。約 70 年間という⻑期に渡って作
成されたこの⼟地連絡（整理）図は、調査時期によ
ってその調製⽅法や精度が異なります。第 1 期から
第 4 期まで区分されているのですが、主に第 1 期、
2 期及び 4 期の図⾯を「⼟地連絡図」と呼び、第 3
期の図⾯を「⼟地整理図」と呼びます。呼称の違い
こそありますが基本的には同じものと考えて頂いて
差し⽀えありません。現在も⼟地連絡（整理）図を

基本地図として使⽤している地域が多くありますが、
昭和初期の⼟地連絡調査から今⽇に⾄るまでの測量
による誤差の累積などの要因により、⼟地の現況と
公図が必ずしも⼀致していないのが現状ですので、
地籍調査や登記所備付地図作成作業が道内各地で急
がれています。 

３．⾳更町の基本地図  
当事務所の所在地である河東郡⾳更町も例に洩

れず、前述した中区画・⼩区画を基本として市街地
及び農村部が形成されています。このまちでは、基
本地図として法務局作成に係る法第 14 条第 1 項地
図・国⼟調査法による地籍図（昭和 43 年〜昭和 52
年の地区と平成 9 年〜現在進⾏中の地区）・⼟地改
良登記令による⼟地の所在図・⼟地区画整理登記令
による⼟地の所在図・⼟地連絡図を⽤いますが、今
回は農村部の⼟地連絡図を例に話を進めていきます。 

Koji Nakamura
タイプライターテキスト
- 12 -



４．⼟地連絡図から素図を作成する 
⾳更町の⼟地連絡図は、区分でいうと第 4 期の図

⾯にあたり、戦後に作成されています。図郭座標値
（⽇本測地系 13 系）を有していますが、精度区分が
記載されていないため地図に準ずる図⾯として位置
付けがされています。そのため許容誤差の判定は要
しませんが、当該図⾯の作成⽬的やその⽅法等を考
慮すると、現地筆界の復元資料として⽴派に役割を
果たす地図になっています。測量素図の作成は、当
該地区について必要な資料を収集したのち、⼟地連
絡図に記載された号線中⼼標の座標値と道路幅を展
開して、300 間四⽅の中区画を復元することが最初
の作業です。⼟地連絡図には前述の項⽬のほかに、
地⽬の境や辺⻑などが記載されていて（画像 3）こ
れを展開して中区画及び、100 間×150 間の⼩区画
を復元します。その後既存の地積測量図や、官公署
が調製した⽤地図・台帳図などの関係資料をはめ込
みながら調査素図を作成していくことが基本的な流
れです。ここで注意が必要なのは、⼟地連絡図に記
載されている辺⻑は、必ずしも絶対ではないという
ところです。画像 3 の連絡図を展開し、中区画と⼩
区画を復元したのが次の図です。（画像 4） 

⼟地連絡図には画像 3 のように⼩区画を形成する
100×150 間の辺⻑が記載されていることがほとん

どですが、この数値は cm 単位であるため、号線中
⼼標の座標値と道路幅を展開して算出したmm単位
の成果とは若⼲の相違があります。仮に、⼩区画の
図上表⽰距離だけを信⽤して筆界の位置を確定して
しまえば、のちのち隣接の⼩区画を測量する際に辺
⻑が確保できなくなったり、余ったりしてしまって
元々の形状を歪めてしまいます。特に、河川敷地や
不整形地との筆界などは、記載された辺⻑をそのま
ま使⽤してしまうと地図の形が完全に崩れてしまう
ことがありますので、このような場合には形が整合
する辺⻑以外は使⽤しないことが重要です。 

５．画地調整 
作成した調査素図を基に現地調査に⼊りますが、

農村部の場合だと、⼩区画を形成する 100 間あるい
は 150 間の箇所に境界標が埋設されていることが多
く、異なる所有者間の原始的な筆界の位置や街区の
移動量を判断するのに⼤事な根拠となります。その
ほか、樹⽊や明渠排⽔路、畑の境なども重要な⼿が
かりです。しかし、道路拡幅や明渠排⽔路の⼯事、
⼤型トラクターが畑に⼊ることによって境界標が亡
失・毀損しているケースや、境界標が農作業の邪魔
にならないように地中深く埋められているようなケ
ースもあり、注意が必要です。原始的な筆界の根拠
となる資料と、後発的な分筆登記による境界標など
との整合性を確認しながら画地調整を⾏い、現地に
境界標を測設していきます。 

６．おわりに 
 北海道の⼟地の筆界の成り⽴ちからすると、⼟地
連絡図などの基本地図を使って中区画・⼩区画を復
元して、既提出の地積測量図をはめ込んでいけばそ
れだけで、現地と整合する地図ができていく（農村
部に限っていえば）はずだと思うのですが、なかな
かそうはいかないのが実状です。中区画・⼩区画の
復元は良いとして、その内側を構成する地積測量図
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の精度が悪ければ現地と整合しません。筆界点の座
標値が記載された地積測量図であっても、その座標
値が原始的な筆界と合致しない場合もあります。仮
に資料が整合していたとしても、既設境界標の状況
や所有権界・占有界と公法上の筆界が異なれば、依
頼主と隣接所有者に丁寧に説明し、理解をして頂く
必要があります。所有権界と公法上の筆界を正しく
⾒極めるため、開拓の歴史を⽀えてきた地図をこの
先も守っていくためにも、地域の筆界に関する慣習
等の幅広い専⾨知識を獲得していけるよう、今後も
⾃⼰研鑽に努めて参ります。 

Koji Nakamura
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Ｍｙじんけん宣言 

釧路土地家屋調査士会は法務省の人権ライブラリー「My じんけん宣言」に登録しています。 

 

https://www.jinken-library.jp/my-jinken/company_detail.php?p=MDAwMDAwOTk3OQ== 

Mｙじんけん宣言とは 

 

企業・団体のトップや幹部の方が、人権を尊重す

 

る行動をとることを宣言することによって、企 

 

業・団体の誰もが人権を尊重し合う社会の実現を

 

目指す取組を促す法務省のプロジェクトです。 
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≪会のうごき≫ 
月 日 主 要 事 項 開 催 場 所 開 催 時 間 備        考 

8 2 
全国一斉不動産表示登記無料相談

会（連合会主催） 
とかちプラザ 10:30～16:00 5 名出席 

 18 業務研修部会 各事務所（ウェブ会議） 17:00～18:30 7 名出席 

 20 第 2 回常任理事会 各事務所（ウェブ会議） 16:00～18:00 松田・野田・中村・横山・佐渡・河合・長岡 

9 10 調査士会・公嘱協会地域貢献活動 釧路市北大通（国道）周辺 10:00～12:00 8 名出席 

 〃 第 3 回理事会 
事務局会議室・各事務所 

（ウェブ会議） 
14:00～17:00 15 名出席 

 21 令和 7 年新人研修（東京会場） 東京ドームホテル（東京） 14:00～18：20 西将介・坂口嘉啓 

 22    〃      〃 8:40～14:00 西将介・坂口嘉啓 

10 2 北海道・東北ブロック協議会交流会 函館国際ホテル 17:30～18:00 松田会長・横山副会長 

 7 全国会長会議 東京ドームホテル 13:30～17:00 松田会長 

 8    〃      〃 9:30～12:00 松田会長 

 9 表示登記協議会 釧路地方法務局本局 14:00～16:00 6 名出席 

11 6 北海道ブロック協議会役員会 札幌会会議室 13:30～17:00 松田会長・横山副会長 

 7 北海道ブロック ADR センター会議      〃 9:30～12:00 松田会長 

  12 第 3 回常任理事会 各事務所（ウェブ会議） 16:00～18:00 松田・野田・中村・横山・佐渡・河合・長岡 

  15 
全体研修会（令和 7 年度日調連ウェ

ブ研修会） 

各支部会場・各事務所 

（ウェブ会議） 
13:30～17:00 会場 24 名・WEB34 名 

12 8 業務研修部会 各事務所（ウェブ会議） 18:00～19:30 6 名出席 

  12 第 3 回支部長会議 プラザさいわい 15:30～16:00 8 名出席 

  〃 第 4 回理事会      〃 16:00～18:00 17 名出席（オブザーバー含む） 

  23 
全国統一ネットワークシステム打合せ

会 
ウェブ会議 13:00～15:30 横山副会長・事務局員 

  26 仕事納め      

1 6 仕事始め      

  9 法務局新年挨拶 釧路地方法務局 11:00～11:30 松田・瘧師・野田 

  13 
全国統一ネットワークシステム打合せ

会 
ウェブ会議 13:00～14:00 事務局員 

  14 調査士法違反実態調査 釧路支部 釧路地方法務局本局 9:00～16:00 釧路支部 4 名 

  〃 全国会長会議 東京ドームホテル 13:30～18:00 松田会長 

  15    〃      〃 9:30～12:00 松田会長 

  〃 
全国統一情報共有・会員管理システ

ム協議会等 
ウェブ会議 13:20～14:45 横山副会長 

  〃 広報部会 
事務局会議室・各事務所 

（ウェブ会議） 
13:30～14:30 4 名出席 
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≪登録事項変更≫ 
 
渡 部 尚 博 （十勝支部）事務所・自宅住所  

中川郡幕別町札内中央町５１９番地の３ 

 

丸 尾 慶 樹 （十勝支部）自宅住所 

                河東郡音更町大通１２丁目１０番地１８ 

 
≪会員数  令和８年２月１日現在 ７２名 ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編 集 後 記 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広  報 部  長   佐渡 真弓 

                            広報部担当理事   澤田 武   丸尾 慶樹 

                            広報担当副会長   中村 浩司 

 

お忙しい中、ご寄稿くださった皆さまに心より感謝申し上げます。 

先日、農村部の測量作業で現場に出ていた際、降り積もった雪の上に、私の掌よりも

大きな動物の足跡を見つけました。近隣の方の話では、ヒグマが出没することもあると

のことで、背筋の凍る思いがいたしました。 

現場作業にはさまざまなリスクが伴いますが、猛暑や豪雪に加え、野生動物にも注意

を払わなければならないのかと、日々頭を悩ませております。会員の皆さまにおかれま

しても、現場作業の際には、くれぐれもご注意くださいますようお願いいたします。 

                    

(丸尾) 



●個別にご加入されるよりも保険料が割安です 。

保険金額 2 0 0万円の年間保険料

測量機器総合保険（本制度） ： 3 0 , 0 0 0円

動産総合保険（個別加入） ： 8 3 , 8 2 0円

●免責金額はありません。

測量機器総合保険
（動産総合保険）

のご案内

お問い合わせ先

日本土地家屋調査士会連合会共済会 測量機器総合保険の特徴

会員が所有・管理する測量機器（製品№のある機器に限る）について

業務使用中、携行中、保管中等の

偶然な事故による損害に対し、

保険金をお支払いします。

このチラシは動産総合保険の概要をご説明したものです。詳細はパンフレット等をご覧ください。
ご加入ご検討の方、パンフレットをご希望の方は桐栄サービスまたは三井住友海上までご連絡ください。

日本土地家屋調査士会連合会共済会

取扱代理店 引受保険会社

有限会社桐栄サービス
東京都千代田区神田三崎町１丁目２－１０

土地家屋調査士会館６Ｆ

TEL ０３（５２８２）５１６６

三井住友海上火災保険株式会社
広域法人部営業第一課

東京都千代田区神田駿河台３－１１－１

TEL ０３（３２５９）６６９２

保険期間
２０２５年４月１日午後４時から２０２６年４月１日午後４時まで
※保険期間の中途での加入もできますので、ご希望の場合には桐栄サービスまでご連絡ください。

等

保管中の測量機器が

火災にあい焼失した。
測量中誤って

測量機器を倒し壊れた。

測量機器を事務所、自宅等

に保管中に盗難にあった。

21 3

例えば

約64%
割安!

B24-901474 承認年月 2024年11月

「土地家屋調査士賠償責任保険」とは異なりますのでご注意ください。
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斜め観測の手軽さが測量作業効率を大きく変える
A New Angle of Productivity

Trimble® R12i GNSS システムは、圧倒的な GNSS性能・スピード・精度
で生産性への新しい“アングル”を提案します。
画期的なTrimble ProPoint™ RTK測位エンジンに、最新のTrimble TIP™ 
チルト補正技術を掛け合わせることで、観測ポールの整準の手間を排除。
より多くのポイントを、“素早く”“簡単に”“効率よく”観測することが可能
になります。

Trimble R12i が提案する新しい観測スタイルをぜひ体感してください。

株式会社旭川システムサービス
〒078-8217
旭川市7条通19丁目左8号
TEL:0166-33-3900 / FAX：0166-33-5201
http://asspythagoras.com

アイザック株式会社
〒065-0019
札幌市東区北19条東4丁目2番2号
TEL:011-733-3577 / FAX：011-721-3233
https://www.aizax.com






